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くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）を募集中。販売代理店の（株）ホープ（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

市外局番 096 を省略しています◦「〒860-8601」は市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。

 不器用さをもつ子どもの理解と支援についての講演会 　無料　 

� 日 �8月18日（日）午前9時半～11時半�
� 場 �くまもと森都心プラザプラザホー
ル� 題 �「不器用さをもつ子どもの理解
と支援～子どもの遊びや生活を応援
するために～」� 師 �酒井�康年さん（う
めだ・あけぼの学園作業療法士）� 対 �熊
本県にお住まいの方� 定 �450人（先着
順）� 申 �7月18日～8月15日に電話（☎
334-1500）またはインターネット
（higomaru-call.jp）でひごまるコー
ルへ ※子ども同伴で別室聴講を希望
される方は、電話で申し込みください
（先着20組）。
（子ども発達支援センター　☎366-8240）

 LD（限局性学習症）の理解と支援についての講演  　無料　 

� 日 �8月10日（土）午後1時～4時� 場 �八
代市鏡文化センター文化ホール（八代
市鏡町内田468-1）  題  「LD（限局性学
習症）の理解と支援～読み書きの苦手
な子の学びを支える～」� 師 �藤堂�栄子
さん（NPO法人EDGE会長）� 対 �熊本
県にお住まいの方� 定 �300人（先着順）�
� 申 �7月31日までに電話（☎0965-
62-8839）またはファクス（0965-
32-8951）、メ ー ル（wa-roots@
seiryu-hikawa.com）で熊本県南部
発達障がい者支援センターわるつへ。
子ども同伴で別室聴講または会場内
の優先席を希望される方は、希望人数
を事前にお伝えください。
（子ども発達支援センター　☎366-8240）

 児童虐待から考える  　無料　
DV防止セミナー  

  日  8 月 5 日（月）午後 1時半～3時�
� 場 �男女共同参画センターはあもにい
多目的ホール  題  「DVや児童虐待で
傷つけられる脳（マルトリートメン
ト）とは？」  師  友田�明美さん（福井大
学子どものこころの発達研究セン
ター教授）� 定 �150人（先着順）� 申 �7月
5日から電話（☎334-1500）または
ホームページ（higomaru-call.jp）で
ひごまるコールへ ※1歳半～未就学
児までの託児有（7月26日までに要予
約）。
� （男女共同参画課　☎328-2262）

 熊本でがんと共に生きる  　無料　
inくまもと森都心プラザ図書館  

� 日 �8月10日（土）午後1時～4時� 場 �く
まもと森都心プラザ6階会議室AB�
� 問 �くまもと森都心プラザ図書館（☎
355-7401）
【講演会】� 題 �「がんと共に賢く生きる
コツ～最新の治療情報も交え～」�
� 師 �陶山�浩一さん（熊本大学病院がん
センター外来化学療法センター長（腫
瘍内科医））� 定 �90人
【個別相談会】� 師 �がん専門相談員、訪問
看護師、薬剤師、管理栄養士、社会保険
労務士、ハローワーク、生活自立支援
センター� 対 �がん患者、その家族、関心

がある方� 申 �当日直接会場へ
� （医療政策課　☎364-3186）

子育て・教育
 児童手当現況届未提出の方はお急ぎください  

児童手当現況届の提出期限は6月
末までとなっています。提出がまだの
方は、必要事項を記入し必要書類を添
付し、同封の返信用封筒で提出くださ
い。現況届は6月上旬に登録されてい
る住所へ送付しています。提出がない
場合は、令和元年（2019年）6月分以
降の手当の支給が停止となりますの
で注意ください。
現況届がお手元にない場合は、子ど
も支援課分室（☎328-2148）へ問い
合わせください。
� （子ども支援課　☎328-2158）

 夏休み期間中の小・中学校の転校手続き  

■市内間で住所変更をしたとき
1.在学中の学校から最終登校日に
①在学証明書②教科用図書給与
証明書をもらいます。
2.①②を持って区役所区民課・総合
出張所で住民異動届出を行い、③
転入学通知書をもらいます。
3.①～③を新しい学校に提出して
ください。

■市外から転入したとき
1.在学していた学校からもらった
前記①②を持って住民異動届出
を行ってください。
2.前記③を受け取り、①～③を新し
い学校に提出してください。 ※
転校前に住民異動届出を済ませ
ている場合は、①②を持って学務
課で手続きをしてください。

■市外へ転出するとき
最終登校日に前記の①②をもら
い、新住所地の市区町村の窓口で転
校の手続きをしてください。
� （学務課　☎328-2716）

 奨学生募集【家計の急変などによるもの】  

� 対 �扶養者が市内在住で、高校・高専・
大学・短大・専修学校（高等課程・専門
課程）に在学し、ほかの貸付型の奨学
金（※1）を受けていない方で、家計の
急変など（※2）により修学が困難な
方
※1熊本県育英資金、日本学生支援機
構など
※2主たる生計者などのり災、破産、
失職、死亡、入院、離婚など
■貸付額

区　分 月　額
高等学校
高等専門学校
専修学校
（高等課程）

国・公立 ①18,000円
②9,000円

私立 ①30,000円
②15,000円

大　学
短期大学
専修学校
（専門課程）

国・公立 ①42,000円
②21,000円

私立 ①51,000円
②25,500円

※1年生と自宅外通学生（大学等の
み）への加算あり。※卒業後、返還が
必要。

【貸付期間】申請月から来年3月まで�
� 申 �来年2月28日までに持参または郵
送で〒860-8601学務課へ。募集案内
および申請書は市庁舎1階総合案内、
区役所、教育委員会学務課等で配布。
市ホームページからもダウンロード可
� （学務課　☎328-2716）

 教育委員会会議の傍聴者募集  
� 日 �7月25日（木）午後2時～� 場 �ニッ
セイ・ウェルス生命熊本ビル7階�
� 定 �10人� 申 �当日午後1時半～1時45
分に教育政策課（同ビル6階）へ ※審
議内容は市ホームページに掲載。
� （教育政策課　☎328-2704）

 小児慢性特定疾病医療受給者証更新申請  

平成30年度（2018年度）の小児慢
性特定疾病医療受給者証の有効期間
は、令和元年（2019年）9月30日まで
です。引き続き治療が必要な場合は、
更新申請の手続きを行ってください。
� 期 �7月1日（月）～31日（水）� 場 �区役
所保健子ども課【提出書類】小児慢性
特定疾病医療費支給認定申請書、医療
意見書、健康保険証の写し等
詳しくは、個別に送付した通知また
は市ホームページでご確認ください。
� （子ども政策課　☎328-2156）

 子ども食堂の開設・運営費を助成します！  

子ども食堂等の立ち上げに係る経
費や、子ども食堂等の開催回数に応じ
た運営費の助成を行います。また、学
習等の学びの支援活動を拡充する子
ども食堂等へも助成を行います。
詳しくは
熊本市子どもの未来応援基金 検索

� またはこちらから➡
� 申 �6月3日～7月31日に持
参で子ども政策課へ（書類
の確認等に30分程度時間を要しま
す。要電話予約）
■基金へのご支援も募集中！
市民や企業の皆さんからの寄附を
財源としています。子どもたちの未来
を社会全体で応援するため、ご支援を
お願いします。寄附方法は上記ホーム
ページまたは子ども政策課（☎328-
2156）へ。

 「赤ちゃんとのふれあい体験会」に参加しませんか  

� 期 �7月1日～9月30日（日祝除く） ※
受入日や時間はセンターで異なりま
す。� 対 �中学・高校・大学・専門学校生�
� 申 �直接または電話で希望する子育て
支援センターへ

中
央
区

総合子育て支援センター ☎364-0123
白山子育て支援センター ☎364-4815

東
区

イルカクラブ ☎367-0127
京塚子育て支援センター ☎381-5784
ながみね子育て
� 支援センター ☎380-6645

やまなみ子育て
� 支援センター ☎365-9111

画図子育て支援センター ☎284-4770

西
区

小島子育て支援センター ☎329-7250
池上子育て支援センター ☎329-0344
京町台子育て
� 支援センター ☎352-6280

南
区

幸田子育て支援センター ☎378-7674
さくらっこ子育て
� 支援センター ☎357-9616

だいいち子育て
� 支援センター ☎357-1245

城南子育て支援センター ☎0964-
� 28-2147

北
区

あゆみ子どもセンター ☎339-5673
西里子育て支援センター ☎245-0062
清水子育て支援センター ☎343-6983
植木子育て支援センター ☎272-0281
植木山東子育て
� 支援センター ☎272-0699

（総合子育て支援センター
� 　☎364-0123）

 母乳育児を学ぶパパママ教室のご案内  　無料　 

� 日 �7月 28日（日）午前10時～正午�
� 場 �市民病院職員住宅2階研修室�
� 内 �母乳育児の不安や疑問を解決する
ため、助産師と一緒に基本的な知識や
成功のポイントなどを学ぶ� 対 �母乳育
児を希望している妊婦・子育て中の母
親と家族、孫育て予定の方など� 定 �10
組（先着順）� 申 �7月26日までに電話で
市民病院助産師外来（☎365-1711）
へ

ふくし・けんこう
 8月から国民健康保険証が新しくなります  

国民健康保険証の有効期限は7月
31日までです。7月中旬に、新しい保
険証（薄緑色）を普通郵便で郵送しま
す。窓口での更新手続きの案内が届い
た方は、新しい保険証作成のために手
続きが必要ですので、忘れずに窓口ま
でお越しください。
詳しくは、区役所区民課へ。

 国民健康保険　限度額適用認定証の更新手続き  

現在お持ちの限度額適用認定証の
有効期限は、7月31日までです。更新
が必要な方は7月1日以降に新たに申
請してください。
� 対 �税の申告が済んでいる方、70歳～
74歳の方で非課税世帯または負担割
合が3割負担の一部の世帯（課税所�
得※1 690万円未満の世帯）の方 ※1↗

↗
↗ ↗


